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○用語の説明について 

本構想の本文中で「＊」印を右上に付した語句は、巻末の「用語解

説」において説明している。 

○「障害」の表記について 

「障害」の表記については、「障害」のほか「障碍」や「障がい」

等も使われているが、本構想では、「障害」が法律や制度等の名称に

おいて使われており、また、広く普及している現状を踏まえ、「障害」

と表記する。 

○本構想に使用している地形図について 

本構想に掲載している地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都

縮尺 2,500 分の 1 の地形図を使用して作成したものである。（承認番

号：26都市基交測第 249号） 

また、地図の背景の地形図は、東京都と株式会社ミッドマップ東京

が著作権を有している。（利用許諾番号：ＭＭＴ利許第 009号－30） 


